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コーポレーション・ 

バーハッド 

コード番号： 1773 東証１部（外国） 

 

【ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッド（「当社」）は 2012 年２月 21 日及び２

月 22 日に英文のプレスリリースを行いました。以下はその抄訳です。（脚注は訳者が追加した

ものです。）】 

 

2012 年２月 21 日付けプレスリリースの抄訳 

 

当社の完全子会社であるワイ・ティー・エル・インダストリーズ・バーハッド（「YTL インダス

トリーズ」）が、ワイ・ティー・エル・セメント・バーハッド（「YTL セメント」）のすべての発

行済み株式及び発行済み無償還無担保転換社債（「ICULS」）を取得するための無条件株式交換

募集（「本件募集」） 

 

CIMB インベストメント・バンク・バーハッドは、当社を代理して、2012 年２月 21 日現在、本

件募集について YTL インダストリーズに有効な応募があり、YTL インダストリーズ、当社及び、

ワイ・ティー・エル・パワー・インターナショナル・バーハッド（YTL インダストリーズ及び

当社に協力する者）が併せて、YTL セメントの上場株式（自己株式を除く）の 90％超を所有す

ることとなったことを発表する。 

 

本件募集に関するオファー・ドキュメント1に定めるとおり、YTL セメントがブルサ・マレーシ

ア・セキュリティーズ・バーハッド（「ブルサ・マレーシア証券取引所」）のメイン・マーケッ

ト上場規則（「上場規則」）第 8.02 条(1)が定めるパブリック・スプレッド条件2を満たさないこ

ととなった場合、YTL インダストリーズは YTL セメントの上場を維持しない方針である。 

 

上場規則第 16.02 条(3)に従って、ブルサ・マレーシア証券取引所は、本プレスリリースの日付
3から５取引日終了後に YTL セメントの株式及び ICULS の取引を停止する。当該取引停止は、上

場規則第 9.19（48）に従って行われるものであり、具体的には、2012 年２月 29 日（水曜日）

午前９時（マレーシア時間）に取引が停止される。当該取引停止によって、YTL セメントの株

式及び ICULS のブルサ・マレーシア証券取引所における取引は行われなくなり、YTL セメント

の株式及び ICULS の取引市場はなくなる。 

 

また、YTL インダストリーズは、YTL セメントに、上場規則第 16.07 条(a)に従って、ブルサ・

マレーシア証券取引所に対する上場廃止申請を行わせる。YTL セメントの上場が廃止された場

合、本件募集に応募しなかった株主及び ICULS 所有者（「非応募所有者」）は、非上場証券を所

有することとなる。この場合、非応募所有者は、今後ブルサ・マレーシア証券取引所における

取引を通じて当該証券に対する投資を実現できなくなる。 
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1

 オファー・ドキュメントとは、2012 年１月９日付の本件募集に関するオファー・ドキュメントをいう。 
2

 パブリック・スプレッド条件とは、ブルサ・マレーシア証券取引所に上場を継続するための条件。ブルサ・マレーシ

ア証券取引所のメイン・マーケット上場規則第 8.02 条(1)に従って、発行済み上場株式の 25％以上（自己株式を除

く）は一般株主が所有していなければならない。 
3
 2012 年 2 月 21 日 

 

2012 年２月 22 日付けプレスリリースの抄訳 

 

当社の完全子会社であるワイ・ティー・エル・インダストリーズ・バーハッド（「YTL インダス

トリーズ」）が、ワイ・ティー・エル・セメント・バーハッド（「YTL セメント」）のすべての発

行済み株式及び発行済み無償還無担保転換社債（「ICULS」）を取得するための無条件株式交換

募集（「本件募集」） 

 

CIMB インベストメント・バンク・バーハッド（「CIMB」）は、当社を代理して、本件募集の終了

日をさらに 2012 年３月９日（金曜日）の午後５時（マレーシア時間）まで延長することを通知

する（「最終終了日」）。したがって、YTL セメントの株主及び ICULS 所有者に対して、本件募集

の延長通知書が送付される。 

 

最終終了日を除き、本件募集のその他の条件は変更されていない。 

 

当該延長が、本件募集の最後の終了日延長になる。 

 

2012 年２月 21 日付けのプレスリリースで発表したとおり、ブルサ・マレーシア証券取引所は

2012 年２月 29 日（水曜日）午前９時（マレーシア時間）に YTL セメントの株式および ICULS

の取引を停止する。YTL インダストリーズは、YTL セメントにブルサ・マレーシア証券取引所

に対する上場廃止申請を行わせる。 

 

YTL セメントの上場が廃止された場合、本件募集に応募しなかった株主及び ICULS 所有者は、

非上場証券を所有することとなり、したがって、今後ブルサ・マレーシア証券取引所における

取引を通じて当該証券に対する投資を実現できなくなる。 
 


